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１０月                   １１月 
1（水）   1（土）  

2（木）  2（日）  

3（金） 9 月分チケット換金締切日(14:30 まで) 3（月）  

4（土）  4（火）  

5（日） 支部 第 2 回理事会 5（水） 10 月分チケット換金締切日(14:30 まで) 

6（月）  6（木）  

7（火）  7（金）  

8（水）  8（土）  

9（木）  9（日）  

10（金） 支部費納付締切日 (15 時まで) 10（月） 支部費納付締切日 (15 時まで) 

11（土）  11（火）  

12（日）  12（水） 交通共済 第 3 回理事会 

13（月）  13（木）  

14（火）  14（金）  

15（水）  15（土）  

16（木）  16（日）  

17（金）   17（月）  

18（土）   18（火）  

19（日）  19（水）  

20（月） 本部 役員研修会 20（木）  

21（火）  21（金）  

22（水）  22（土）  

23（木）  23（日）  

24（金）  24（月） A 班 C 班 合同班会議 

25（土）  25（火）  

26（日）  26（水）  

27（月） 支部 中間監査 27（木）  

28（火）  28（金） 本部 第 3 回理事会 

29（水） 交通共済 第 3 回審査委員会 29（土）  

30（木）  30（日） B 班 D 班 合同班会議 

31（金)    

 

支部・班 行事予定 
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お知らせ 
 

秋色の候、杉並支部の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。 

先月の事業者研修会並びに支部懇親会の際は多大なご支援ご協力をいただき誠に感 

謝を申し上げます。来賓の皆様、そして多くの杉並支部の皆様とともに楽しい時を 

過ごせたこと、更に運営に関わった役職員すべての方の尽力に感謝を申し上げます。 

   さて、様々な事業の在りようが想像以上に速い変化をみせております。個人タク 

シーも然りであり、ソフトメーターや決済端末の進化・自動車の先進安全装備の充 

実等、装備の進歩とともに、東個協と交通共済の関係の見直し等、組織の刷新も急 

務となっております。国内の労働人口の減少により各種サービスの AI 化は確実に 

広がっており、タクシーには自動運転の導入が計画されており、現状は国土交通省 

での要件定義の段階に入っております。そのような中、私たちはサービスの質の向 

上を大幅に行い、お客様からの信頼の獲得に全力を尽くしてまいります。選択を頂 

ける組織団体になりますように組合員全員で努力し、後の世代にしっかりとバトン 

を繋いでまいりたいと思います。皆様の一層の努力をお願いいたします。 

 

支部長  堀内 達哉 

 

◆支部員報告 

 

廃 業   B 班 鈴木 治 さん（79 歳） 
                  昭和 59 年 02 月 01 日 加入  
                  令和 07 年 09 月 29 日 付 一般廃業 

 
D 班 久島 宏友 さん（68 歳） 

                  平成 14 年 01 月 01 日 加入  
                  令和 07 年 09 月 25 日 付 一般廃業 

 

◆車検・修理ローン利用時の注意喚起について 
 

      トヨタモビリティ東京株式会社の各店舗で修理または部品交換を行う際、店舗で 
  在庫を抱えない部品等については、キャンセルによるリスク回避のため前受金を求 
  められる場合があります。 
   東個協車検・修理ローンをご利用の場合は、「車検・修理ローン様式第 1 号(支部 
  長承認書)」をご持参のうえ、「東個協車検・修理ローンを利用したい」旨を店舗に 
  お伝えいただくことで、前受金の支払いは不要となります。 
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◆事業者研修会開催【令和 8 年６月１日付更新者】のお知らせ 

   令和 8 年 6 月 1 日付許可期限更新該当者を対象に事業者研修会を開催しますので、

必ず出席されますようお願い致します。  
            

【開催日時】令和 7 年 11 月 26 日 (水) 午後 1 時～ (受付は 12：15～) 
【開催場所】練馬文化センター 大ホール  

練馬区練馬 1－17－37（TEL 03－3993－3311） 
【携 行 品】筆記用具 
【提 出 物】事業者乗務証の写し（A4 版にコピーし、団体名を記載して下さい） 
       ＊終了時に提出していただきます。 

 

           

        

 
◎欠席の取り扱いについて 

 欠席する事由がある場合は前もって所属団体を通じて本会に通知のうえ、 

次回の開催日に出席すること。 

◎開始 10 分前までに受付を済ませて下さい。 

遅刻されますと受講できない場合があります。 

     ◎駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。 

 

 

◆期限更新に伴う適性診断受診のお知らせ 
    

令和 8 年 6 月 1 日付期限更新者が対象です。

   して、必ず受診するようお願い致します。 

         （ 開始時刻に遅れますと受診できません） 
 

【受診会場】 自動車事故対策機構 東京主管支所 適性診断課 
         東京都墨田区錦糸町 1-2-1 アルカセントラルビル 8 階 
         JR 総武線錦糸町駅 北口 徒歩 3 分（TEL 03-3621-9941） 
 

【持 ち 物】・受診料 適齢診断 4,800 円  一般診断 2,400 円 
      ・適性診断予約確認書 2 ページ綴り（支部で配布） 
      ・眼鏡が必要な方は持参 

    

   ＊ 診断結果（2 部）が終了次第手渡されます。期限更新申請添付書類です。 

     必ず支部に 1 部提出してください。 
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◆11 月の班会議日程について 
 

 開催日時 場  所 

A 班・C 班 11 月 24 日 (月)  13：00～ 西荻地域区民センター・第 3･4 集会室 

B 班・D 班 11 月 30 日 (日)  13：00～ 産業商工会館 第 1・2 集会室 

※皆さんの参加お願いいたします! 開催場所が違います。ご注意ください。 

★産業商工会館 

        【地 図】                                【外 観】 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
     地下 1階 

    第 1･2 集会室 
 
 
 
 
 
 

◆木下大サーカス立川立飛公演割引券等の車内設置協力について 
 

木下大サーカス事務局より立川立飛公演割引券の車内設置と PR 用ステッカーの 
貼付に協力していただきたい旨の話がありました。 

   割引券とステッカーを同封しました。ご協力をお願いします。また支部員様への 

  お礼として平日ご招待券も同封しています。 
    

   ➀ステッカー・・・リア、サイドウィンドウ等、可能な場所へのご掲示 

   ➁割引券(1 セット 20 枚) 
    ・お客様への無料配布として、ヘッドレストの吊下げやポケットへお入れください 

   ➂平日招待券(1 枚)・・・支部員様へのお礼として 

一 
階 
か 
ら 
地 
下 
へ 

支部 
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◆自賠責保険の手続きをされる方へ 
 

支部で自賠責保険の手続きをされる場合は、事前に連絡をして下さい。 
また、必ず現在の自賠責保険の証書をお持ち下さい。車検証は必要ありません。 
車検日の 2 ヶ月前より入ることができます。 

支部での加入をお願い致します!! 手続きは 15 時までにお願いします。 

※早期換金日の自賠責保険加入は控えていただきますようお願いします。 
 

【自賠責保険料】 

＊12 ヵ月 32,960 円  ＊13 ヵ月  35,230 円 
 

＊車検を受けましたら「自動車検査証記録事項」のコピーを支部に提出してください。 

＊本部 車検・修理ローン、ご利用ください。(手続きは支部へ) 
 

 

違反・免停等がありましたら必ず支部までご連絡下さい。 

違反した場合は交通反則告知書のコピーを支部に提出して下さい。 
 

 

◆チケット換金締切日 
 

     ９月分チケット （10/１早朝含む）  １０月３日(金)  １４：３０ まで 
 

    １０月分チケット （11/１早朝含む）  １１月５日(水)  １４：３０ まで 
  

     お願い!!    チケット換金袋が少なくなっております。  

１人一袋です。 複数お持ちの方は戻して下さい。 

 

チケット換金・支部費支払・物品販売は１５時迄です。 

           どうぞよろしくお願いします。 
 
 
◆タクシーチケット新規契約について 
 

契約番号 契約名 契約日 使用伝票 

11181 田中不動産(株) 令和 7 年 9 月 1 日 東個協発行 

11182 日本プロパティソリューション(株)     〃   〃 
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◆トヨタモビリティ東京 友の会 巡回サービス  
 

3 ヶ月点検 吉祥寺店 10 月 28 日 (火)  受付 9：30～15：30 

1 ヶ月点検 
3 ヶ月点検 

三鷹野崎北店 10 月 28 日 (火)  受付 9：00～15：00 

1 ヶ月点検 

3 ヶ月点検 

日本橋 
サービスセンター 
江東区福住 1-7-62 

10 月 26 日 (日)  受付 9：00～15：00 
日曜巡回サービストライアル開始 
       予約制となります 

 
 
◆東個協ＬＰＧカード価格改定のお知らせ 【令和 7 年 9 月 16 日(火) 改定】 
 

         １㍑当り   101 円 ※消費税別 (2 円の値下げ) 
 
 
 

◆東個協ガソリンカード価格改定のお知らせ 【令和 7 年 6 月 23 日(月) 改定】  

         

   油  種       税込価格 

  ハイオク        174 円   

  レギュラー       164 円 

     軽油        143 円 
〇 改定前消費税込単価より 2 円値下げ     単位：円／リットル 

 
 

 

【お客様の車内忘れ物対応について】 

1．車内に忘れ物を発見次第、最寄りの交番に届ける。 

(なるべくお客様の目的地近くが望ましい。) 

2．支部事務所に、どこの交番に届けたか内容を報告する。 

3．支部事務所時間外は支部の留守電に入れるとともに、本部にも報告する。 
 

お客様が忘れ物しないように、降車時に必ずお声掛けと振り返って目視で 

チェックしましょう!  

お客様から忘れ物の問い合せが入り、事業者の方へ電話をしておりますが連絡が取れ 

ない方がいます。お客様からは何度も電話が入り、困っております。 

支部から着信・メッセージ等がありましたら、折り返し連絡をお願いいたします。 
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  班別対抗無事故表 
単独＝単    双方＝双    賠償＝賠    人身＝人 

 

16                 

14                 

12                 

10                 

8                 

6                 

4 8/12 賠   8/26 人   6/11 人 7/10 双 7/22 単 7/23 双 

2 6/21 人 7/11 双 4/4 単 8/25 賠 4/10 単 4/26 双 4/23 双 6/14 双 

   Ａ班    Ｂ班    Ｃ班    Ｄ班 

            共 済 事 故 報 告   

 

8 月 12 日 右折車線で乗客が左折と申し出があり、バックしたら後続車両と接触した。 
8 月 25 日 アプリ決済中にブレーキが緩み、前車に衝突した。 
8 月 26 日 西麻布交差点の手前の T 字路を左折しようとした際に後方から来た自転車と 
     接触した。 

 

☆ 健康起因事故防止の為、脳 MRI 検診を受診しましょう。 
☆ 電動キックボードや、モペットの事故が増加しています。注意して下さい！ 
☆ 路上寝込みを発見したら 110 番通報をお願いします！ 
☆ 救護義務違反は 35 点減点、一発取り消しです！ 

  事故発生時は相手が立ち去った場合でも必ずその場で 110 番通報すること！ 
 

事故発生件数 14 件/10 件（8 月末まで） 
令和 7 年度の杉並支部事故削減目標は（令和 6 年度は件数 14 件） 

マイナス 4 件で 10 件 に設定しました。  
 

             交通共済 事故受付専用 電話 

            05700 － 25889   
       24 時間受付しています。ナビダイヤルでのご案内 

夜間・休日は翌営業日以降順次担当者から連絡します。 

         求償、賠償事故にかかわらず報告してください。 
 

＊＊＊ 事故報告書は必ず支部で書きましょう ＊＊＊ 
 

                                共済部長 及川 

共 済 部 

ジ  コ  ハ  ヤ  ク 
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廃業をお考えの方、譲渡譲受契約にご協力をお願い致します 

☆講習生６名が 「譲渡」 を待っています☆ 
 

講習生譲渡待機者との契約後の流れ           2025 年 9 月 20 日現在 

４月中に譲渡契約  ⇒ ５月中に認可申請  ⇒ ８月中に認可見込                      

８月中に譲渡契約  ⇒ ９月中に認可申請  ⇒ １１月中に認可見込        ７月受験者 ２名合格 

９月中に譲渡契約  ⇒ １０月中に認可申請 ⇒ 翌年２月中に認可見込       １１月受験者 ４名 

                                                       その他 ２名 

                  

譲渡人の資格要件 
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有して 

いること。 

1．年齢が 65 歳以上(申請日が誕生日以降)80 歳未満であること。(申請日が誕生日の前日まで) 
2．年齢が 65 歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者。 
3．年齢が 65 歳未満で、20 年以上個人タクシー事業を経営している者であること。 
※ 令和 元年 7 月 26 日に法改正があり、75 歳の誕生日以降の審査継続、不認可の際の 
  2 回目の申請が可能となりました。これには 75 歳の誕生日以降旅客の運送を行わな 
  いことが条件となります。この際の譲渡人の許可期限は認可の日までとなり、この 
  期間中に第二種運転免許証が失効しても可能となります。 

        ★★詳しくは支部までお問い合わせ下さい★★ 
 

譲渡譲受による廃業までの概要 
1. 譲受人（事前試験合格者又は講習生）と譲渡譲受契約を結びます。 

2. 申請に必要な書類、挙証資料を集めます。 

（譲渡人、譲受人双方が集め終わるのに、1 か月ほどかかる場合があります。） 

3. 認可申請を関東運輸局に提出します。(標準処理期間は、3 か月です｡) 

4. 申請後も、関東運輸局からさらに必要とされる書類の提出を求められたら、提出します。 

5. 申請をしてから 3 か月ほどたつと、処分（認可）がおります。 
 

☆講習生募集☆ 
講習会では講習生を募集しています。(地理試験廃止になりました！) 

10 年以上法人会社に乗務員として所属し、申請日以前 3 年又は 5 年以上道路交通法の違反

がない、開業資金（200 万円以上）が確保されている、営業区域内に申請時に居住している

など年齢・経験等多くの条件があります。個人タクシーになりたい強い希望のある方をお待

ちしています。個人タクシーの許可に必要な試験は 3,7,11 月に行われます。 

 

杉並支部 講習会 
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◆ゴルフ部                                       会長 鈴木 政一 

 
SG 会ゴルフコンペのお知らせ 

 

【日 時】 令和 7 年 10 月 6 日(月)   
【会 場】 茨城県稲敷郡おかだいらゴルフリンクスディアナコース 

 OUT 7 時 53 分カート乗り入れ 
セルフ昼食パーティ付   

※ 5 組ありますので一般の方も若干ですが参加できます。 

 

★自動換金 振込日 (電子マネー系・デビット・クレジット)★ 
           売 上 期 間 

 
振込日 

9 月 29 日 (月)  ～  10 月 05 日 (日) ➡ 10 月 10 日 (金) 

10 月 06 日 (月)  ～  10 月 12 日 (日) ➡ 10 月 17 日 (金) 

10 月 13 日 (月)  ～  10 月 19 日 (日) ➡ 10 月 24 日 (金) 

10 月 20 日 (月)  ～  10 月 26 日 (日) ➡ 10 月 31 日 (金) 

10 月 27 日 (月)  ～  11 月 02 日 (日) ➡ 11 月 07 日 (金) 

自動換金は 週１回  毎週金曜日の振込 

(祝休日の場合は変動あり、支部報でお知らせします) 

チケット、クレチケ、福祉券等の換金は 月・水・金曜日の最大週３回 

早期換金は曜日に関係なく従来通りです｡換金遅れのないようお願いします! 

チケットの早期換金にご協力お願いします！！ 
 

 

 

GO のログインを毎月必ず一度以上行なってください!! 
忘れると翌月3,300円の請求がされます。やり方が解らない方は支部まで連絡を! 

 
 
 

売上票（カード会社控）の提出について 
売上票（カード会社控）を提出していただいておりますが、売上票のサイン 

漏れ及び印字不良の場合はお手数ですが裏面に経路を記載して提出して下さい
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